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石
見
銀
山
附
幕
領
に
お
け
る
買
請
米
制
度
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

小
林
准
士

は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
石
見
銀
山
附
幕
領
（
以
下
、
銀
山
料
と
略
す
）
に
お
い
て
、
銀
山

師
、
鉄
山
師
、
浦
方
の
百
姓
な
ど
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
年
貢
米
の
こ
と
を
買
請
米

（
一
）

と
い
う
。
幕
領
に
お
け
る
買
請
米
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
別
子
銅
山
の
そ
れ

に
関
す
る
研
究
が
比
較
的
進
ん
で
お
り
（
二
）

、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
か
ら

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
ま
で
、
銀
山
料
の
年
貢
米
の
一
部
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
、

宝
暦
五
年
と
六
年
に
つ
い
て
は
、
銀
山
料
の
御
用
掛
屋
（
三
）

で
あ
っ
た
田
儀
屋
を

通
じ
た
代
銀
納
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
四
）

。
こ
の
よ
う
に

幕
領
に
お
け
る
買
請
米
は
、
石
見
銀
山
だ
け
で
な
く
、
別
子
銅
山
、
生
野
銀
山
（
五
）

、

飛
騨
幕
領
（
六
）

な
ど
、
他
地
域
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
別
子
銅
山

を
除
く
と
本
格
的
な
研
究
は
な
い
。

一
方
、
銀
山
料
に
お
け
る
村
々
の
年
貢
米
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
江
面
龍
雄
に

よ
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
が
（
七
）

、
買
請
米
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
銀
山
料
の
買
請
米
に
関
し
て
は
、
ま
ず
基
本
的
な
制
度

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
買
請
人
へ

の
買
請
米
の
送
付
、
買
請
人
か
ら
の
代
銀
納
入
、
買
請
米
代
銀
の
使
途
な
ど
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
買
請
米
制
度
の
検
討
を
通
じ
て
、
銀
山
料
支
配

と
銀
山
経
営
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章

享
保
年
間
に
お
け
る
買
請
米
制
度
の
整
備

銀
山
料
で
買
請
米
の
制
度
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
を
明
確
に
示
す
史
料
は
、
今

の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
江
戸
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
に
対
し
銀
山
方
役
所
が
回
答
し
た
文
書
の
中
に
、
享
保
七
年
（
一
七

二
二
）
か
ら
八
年
に
か
け
て
大
森
代
官
竹
田
喜
左
衛
門
が
勘
定
所
に
上
申
し
た
文

書
数
点
が
転
載
さ
れ
て
お
り
（
八
）

、
こ
れ
ら
に
よ
り
成
立
の
経
緯
と
享
保
年
間
の

状
況
が
あ
る
程
度
分
か
る
。
以
下
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
り
、
濫
觴
と
梗

概
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
享
保
七
年
二
月
の
「
覚
」
に
よ
れ
ば
、
享
保
七
年
か
ら
遡
る
こ
と
「
四

十
ヶ
年
以
前
」
ま
で
は
、
銀
山
料
の
年
貢
米
全
て
が
「
買
受
米
」
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
銀
山
の
衰
微
に
伴
い
、
柘
植
伝
兵
衛
が
代
官
で
あ
っ
た
頃
よ
り
、
江
戸
廻

米
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
廻
米
が
始
ま
っ
た
以
後
も
買
請
米

が
存
在
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
さ
れ
た
（
同
年
十
月
「
覚
」
）
。

【
史
料
一
】

石
州
銀
山
附
村
之
内
、
銀
山
師
・
鉄
山
師
・
浦
方
山
方
漁
猟
炭
焼
等
之
積
ヲ

以
渡
世
仕
候
モ
ノ
共
、
多
他
国
米
買
込
不
申
候
而
ハ
夫
食
不
足
仕
候
ニ
付
、

延
宝
年
中
迄
ハ
御
廻
米
無
御
座
候
処
、
銀
山

（
衰
カ
）

変

申
候
ニ
付
柘
植
伝
兵
衛
御

代
官
所
之
節
ゟ
右
渡
米
并
銀
山
諸
役
人
御
扶
持
切
米
、
田
方
少
キ
村
方
夫
食
、

前
々
之
引
付
ヲ
以
残
置
、
余
米
有
之
候
得
ハ
御
廻
米
ニ
仕
来
申
候
、
銀
山
稼
、

古
ト
ハ
違
、
深
敷
ニ
罷
成
、
銀
気
有
之
鏈
存
様
ニ
難
掘
出
、
灰
吹
銀
仕
立
候

迄
夥
敷
失
却
掛
り
、
漸
厘
毛
之
徳
分
ヲ
考
、
鏈
売
買
仕
吹
立
申
候
、
依
之
灰

吹
銀
吹
立
次
第
、
丁
銀
ニ
引
替
遣
シ
不
申
候
而
ハ
稼
相
止
候
ニ
付
、
銀
方
銀

納
并
右
渡
米
仮
直
段
ヲ
以
内
取
立
ニ
仕
引
替
遣
シ
申
候
、
五
六
年
以
来
ハ
年

々
三
四
拾
貫
目
程
ツ
ヽ
出
増
、
今
年
ハ
二
百
五
十
八
貫
八
百
目
京
都
銀
座
江



- 100 -

相
渡
申
候
、
鉄
山
稼
ハ
大
人
数
ニ
而
不
仕
候
ハ
而
者
難
成
所
、
ヒ
ロ
ケ
タ
ル

所
作
ニ
而
御
座
候
、
山
海
之
稼
色
品
ハ
替
り
候
得
共
、
助
成
之
根
元
ニ
御
座

候
得
ハ
、
有
来
通
之
渡
米
減
少
難
仕
奉
存
候

右
の
記
述
の
う
ち
、
銀
山
師
、
鉄
山
師
、
及
び
浦
や
山
で
漁
猟
や
炭
焼
き
に
従

事
す
る
人
々
た
ち
が
購
入
す
る
夫
食
（
飯
米
）
に
充
て
ら
れ
て
い
た
「
渡
米
」
が
、

買
請
米
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
史
料
一
か
ら
は
、
銀
山
方
の
諸
運
上
銀
（
九
）

と
と
も
に
「
渡
米
」
の
代

銀
が
、
銀
山
で
産
出
さ
れ
た
灰
吹
銀
を
購
入
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
丁
銀
に
充
て

ら
れ
た
こ
と
も
分
か
る
。
し
か
も
、
灰
吹
銀
を
精
練
次
第
、
す
ぐ
に
丁
銀
と
交
換

し
な
い
と
、
経
営
が
成
り
立
た
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

尤
も
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
享
保
八
年
七
月
の
附
紙
に
は
、
銀
山
師
の
頭
取

た
ち
に
十
二
月
に
ま
と
め
て
渡
す
（
一
〇
）

買
請
米
に
つ
い
て
、
「
代
銀
ハ
雲
州
松
江

石
州
浜
田
両
城
下
上
米
平
均
直
段
ヲ
以
相
極
、
一
ヶ
月
ニ
六
度
宛
出
灰
吹
銀
ヲ
以

取
立
石
州
御
金
蔵
江
納
置
、
秋
ニ
至
一
同
ニ
大
坂
御
金
蔵
江
被
相
納
候
」
と
の
記

述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
二
月
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
年
貢
米
（
買
請
米
）

の
代
銀
を
、
銀
山
師
が
公
定
価
格
に
基
づ
き
延
べ
払
い
で
納
入
す
る
場
合
に
は
、

産
出
さ
れ
た
灰
吹
銀
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
銀
山
師
に
貸
し
た

か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
買
請
米
の
代
銀
と
、
幕
府
が
買
い
上
げ
る
灰
吹
銀
の
代
銀

（
丁
銀
）
と
を
相
殺
し
、
買
請
米
代
銀
の
納
入
と
、
灰
吹
銀
の
丁
銀
と
の
引
き
替

え
を
、
同
時
に
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
灰
吹
銀
と
丁
銀
と
の
引
き
替
え
が
そ
の
都
度
必
要
な
理
由
に
は
、
次
の

史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
情
も
存
在
し
て
い
た
。

【
史
料
二
】
享
保
四
年
「
万
留
帳
」
（
中
村
久
左
衛
門
家
文
書
銀
一
・
一
七
）

覚

一
、
灰
吹
銀
九
拾
貫
目

此
丁
銀
百
七
貫
百
目

但
、
歩
合
壱
割
九
歩

内
七
拾
四
貫
九
百
七
拾
目

去
戌
年
御
物
成
銀
之
内
を
以
引
替
申
候

三
拾
弐
貫
百
三
拾
目

借
り
銀
為
致
引
替
置
候
分

右
者
拙
者
御
代
官
所
石
州
銀
山
ゟ
出
候
灰
吹
銀
、
去
戌
秋
者
百
貫
目
京
都
銀

座
江
差
登
せ
相
渡
候
処
、
去
年
ゟ
右
吹
所
取
立
厘
鏈
等
買
上
候
ニ
付
、
今
年

者
五
月
中
迄
ニ
灰
吹
銀
九
拾
貫
目
有
之
、
出
方
相
増
可
申
様
子
ニ
御
座
候
、

此
灰
吹
銀
九
拾
貫
目
慶
長
銀
位
歩
合
壱
割
九
歩
出
之
積
ヲ
以
丁
銀
ニ
引
替
、

石
州
御
蔵
江
請
取
置
申
候
、
引
替
之
丁
銀
可
成
程
者
随
分
村
方
吟
味
候
而
前

々
ニ
無
之
銀
納
取
立
候
得
共
、
灰
吹
出
方
ニ
応
シ
候
而
丁
銀
村
々
ゟ
難
相
取

立
候
ニ
付
、
銀
山
附
村
々
有
徳
成
百
姓
へ
申
付
候
而
借
り
銀
為
仕
引
替
申
候
、

灰
吹
銀
度
々
丁
銀
ニ
引
替
不
申
候
ヘ
ハ
、
灰
吹
銀
ニ
而
世
間
通
用
難
仕
候
ニ

付
、
鏈
掘
出
シ
候
而
茂
銀
之
働
ニ
不
罷
成
、
第
一
山
稼
ニ
指
支
及
難
義
候
得

者
、
厳
敷
吟
味
仕
候
而
茂
他
国
江
通
用
可
仕
義
難
斗
候
、
右
灰
吹
銀
六
拾
三

貫
目
者
御
物
成
銀
之
内
取
立
ヲ
以
引
替
候
間
、
去
戌
年
分
先
上
納
ニ
仕
、
弐

拾
七
貫
目
ハ
借
り
銀
仕
引
替
置
申
候
間
、
京
都
銀
座
江
指
登
せ
丁
銀
ニ
御
引

替
被
下
候
者
、
借
り
銀
不
為
仕
候
様
仕
度
奉
存
候
、
当
年
者
右
之
通
働
仕
候

得
共
、
向
後
者
借
り
銀
難
仕
御
座
候
間
、
石
州
御
蔵
ニ
丁
銀
百
弐
拾
貫
目
被

残
置
無
滞
灰
吹
銀
引
替
仕
度
奉
存
候
、
且
又
右
灰
吹
銀
九
拾
貫
目
夏
中
京
都

へ
指
登
せ
候
様
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
例
年
御
運
上
指
登
せ
候
如
格
御
料
私
領
共

ニ
送
り
届
候
様
可
申
達
候
哉
、
又
者
宰
領
相
添
指
登
せ
候
道
中
諸
入
用
等
相

究
次
第
御
勘
定
払
相
立
候
様
ニ
可
仕
候
哉
、
御
下
知
奉
伺
候
、
以
上

亥
六
月

竹
田
喜
左
衛
門
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御
勘
定
所

右
の
史
料
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
六
月
に
、
大
森
代
官
が
勘
定
所
に
提

出
し
た
伺
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
年
は
五
月
ま
で
に
灰
吹
銀
高
が
九
〇

貫
目
（
丁
銀
一
〇
七
貫
一
〇
〇
目
相
当
）
に
及
ん
で
い
た
が
、
享
保
三
年
の
年
貢

銀
に
よ
り
引
き
替
え
ら
れ
た
額
は
六
三
貫
目
（
丁
銀
七
四
貫
九
七
〇
目
）
に
過
ぎ

ず
、
残
り
二
七
貫
目
（
同
三
二
貫
一
三
〇
目
）
は
銀
山
料
内
の
百
姓
か
ら
借
り
て

調
達
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

享
保
七
年
の
銀
山
買
請
米
は
五
四
〇
〇
石
分
、
丁
銀
で
二
三
九
貫
四
九
〇
目
に

当
た
り
、
享
保
四
年
も
こ
の
額
に
近
い
と
す
る
と
、
仮
に
先
に
見
た
よ
う
に
買
請

米
代
銀
を
灰
吹
銀
で
納
め
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
れ
ば
、
灰
吹
銀
九
〇
貫
全
額
が

引
き
替
え
ら
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
史
料
二
に
よ
れ
ば
、
実

際
に
は
三
二
貫
一
三
〇
目
の
年
貢
銀
が
五
月
段
階
で
不
足
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
灰
吹
銀
納
付
に
よ
る
買
請
米
代
銀
と
灰
吹
銀
引
き
替
え
丁
銀
の
相
殺
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
全
額
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

そ
も
そ
も
、
産
出
し
た
灰
吹
銀
を
全
て
買
請
米
代
銀
の
返
済
に
充
て
て
し
ま
え

ば
、
山
師
ら
の
手
元
に
は
丁
銀
が
一
切
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
（
一
一
）

、
史
料
二

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
山
師
ら
は
経
営
の
た
め
に
丁
銀
を
必
要
と
し
て
い
た
。
「
灰

吹
銀
ニ
而
世
間
通
用
難
仕
候
」
、
「
山
稼
ニ
指
支
及
難
義
候
得
者
、
厳
敷
吟
味
仕

候
而
茂
他
国
江
通
用
可
仕
義
難
斗
候
」
な
ど
の
文
言
か
ら
察
す
る
に
、
銀
山
外
の

人
々
へ
の
支
払
い
手
段
と
し
て
丁
銀
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
（
一
二
）

。
ま
た
、
禁
じ
ら
れ
た
灰
吹
銀
の
他
領
へ
の
流
出
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
産
出
後
す
ぐ
に
引
き
替
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
銀
山
師
や
銀
吹
師
ら
に

よ
る
支
払
い
に
灰
吹
銀
が
使
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
こ
と
も
示
す
。

史
料
一
に
、
丁
銀
と
灰
吹
銀
の
引
き
替
え
に
よ
り
、
「
五
六
年
以
来
」
、
灰
吹

銀
の
産
出
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
史
料
二
に
、
享
保
四
年
は
借
銀
に
よ
り
灰
吹

銀
を
引
き
替
え
た
こ
と
と
、
今
後
は
丁
銀
一
二
〇
貫
目
を
用
意
し
て
お
き
た
い
こ

と
（
後
述
す
る
置
銀
に
当
た
る
）
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
享
保
年
間
の
初
め
頃
よ
り
、
灰
吹
銀
と
丁
銀
の
即
時
引
き
替
え
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
一
三
）

。

と
こ
ろ
で
、
享
保
七
年
に
幕
府
勘
定
所
は
、
銀
山
料
の
廻
米
高
を
増
や
す
と
と

も
に
、
従
来
十
二
月
に
ま
と
め
て
買
請
米
を
渡
し
て
き
た
の
を
改
め
、
灰
吹
銀
の

産
出
高
に
応
じ
そ
の
月
毎
に
買
請
米
を
渡
し
、
翌
年
五
月
ま
で
に
は
代
銀
を
皆
済

さ
せ
る
よ
う
、
検
討
を
命
じ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
大
森
代
官
は
、
次
の
よ
う
に

回
答
し
て
い
る
。
享
保
七
年
の
買
請
米
代
銀
は
、
出
雲
国
松
江
城
下
と
石
見
国
浜

田
城
下
の
上
米
一
石
当
た
り
の
平
均
価
格
で
あ
る
四
四
匁
三
分
五
厘
で
納
め
さ
せ

た
が
（
一
四
）

、
こ
れ
は
地
相
場
の
平
均
価
格
で
あ
る
三
五
匁
八
分
よ
り
八
匁
五
分
五

厘
高
い
（
一
五
）

。
こ
れ
は
、
延
べ
払
い
で
例
年
九
月
、
十
月
に
皆
済
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
り
、
月
毎
に
買
請
米
を
渡
し
灰
吹
銀
と
交
換
す
る

場
合
に
は
、
こ
の
価
格
で
の
販
売
は
無
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
五

月
で
は
な
く
、
今
後
は
八
月
を
皆
済
期
限
と
す
れ
ば
、
灰
吹
銀
の
産
出
と
年
貢
納

入
の
支
障
に
は
な
ら
な
い
と
の
旨
、
伺
い
を
立
て
て
い
る
。

享
保
四
年
に
灰
吹
銀
の
引
き
替
え
用
に
丁
銀
を
一
二
〇
貫
目
準
備
す
る
こ
と
、

買
請
米
代
銀
の
納
入
期
限
を
翌
年
の
八
月
と
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
の
伺
い
も
す
ぐ

に
認
可
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
灰
吹
銀
の
引
き
替
え
に
充

て
る
買
請
米
代
銀
を
、
置
銀
と
の
名
目
で
銀
山
料
の
御
銀
蔵
に
残
し
て
お
く
こ
と
、

買
請
米
代
銀
の
納
入
期
限
を
翌
年
八
月
と
す
る
こ
と
、
両
方
と
も
に
、
江
戸
時
代

半
ば
以
降
、
継
続
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
幕
末
ま
で
続
く
銀
山
料
に
お
け
る

買
請
米
制
度
の
骨
格
は
享
保
年
間
に
整
備
さ
れ
た
も
の
と
、
と
り
あ
え
ず
見
て
お
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き
た
い
。

第
二
章

買
請
米
の
割
賦
と
納
入
の
仕
組
み

第
一
節

買
請
米
の
購
入
者

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
銀
山
料
に
お
け
る
買
請
米
は
、
銀
山
内
の
労
働
者
だ
け

で
な
く
、
鉄
山
労
働
者
、
漁
猟
従
事
者
等
の
飯
米
と
し
て
払
い
下
げ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
年
貢
米
で
あ
る
。
そ
し
て
、
買
請
米
は
そ
の
代
銀
が
銀
山
の
灰
吹
銀
の

購
入
に
充
て
ら
れ
た
た
め
に
、
銀
山
の
経
営
に
と
っ
て
不
可
欠
な
制
度
と
な
っ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
度
の
運
用
は
、
銀
山
の
経
営
と
銀
山
料
の
支
配
と

が
絡
み
合
っ
た
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
買
請
米
の
購

入
者
の
指
定
か
ら
代
銀
の
納
入
ま
で
の
過
程
を
検
討
し
、
制
度
の
実
態
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
、
買
請
米
の
購
入
者
が
ど
の
よ
う
に
決

め
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
三
】
（
前
掲
「
諸
伺
並
書
上
類
写
」
野
沢
家
文
書
三
・
二
・
二
）

石
州
銀
山
附
御
払
米
直
段
窺
書

（
中
略
）

一
、
米
一
万
二
千
三
百
二
十
一
石
余

此
訳

米
五
千
四
百
石

銀
山
買
受
米

内
三
千
八
百
三
十
六
石
七
斗

人
数
千
四
十
壱
人

是
ハ
銀
山
之
山
師
下
財
吹
屋
鍛
冶
屋
昼
夜
荒
稼
仕
候
モ
ノ
共
故
、
一

日
一
夜
一
人
ニ
付
米
七
合
五
勺
宛
之
積
、
右
買
受
米
仕
者
ハ
古
来
ゟ

之
山
師
頭
取
之
モ
ノ
江
質
物
取
之
、
慥
成
請
人
為
立
買
受
米
ニ
為
仕

候
千
五
百
六
十
三
石
三
斗

人
数
千
八
十
六
人

是
ハ
御
運
上
蔵
江
罷
出
御
用
為
相
勤
候
者
共
并
山
師
下
財
之
妻
子

共
、
一
日
一
人
ニ
付
米
四
合
ツ
ヽ
之
積
、
山
師
頭
取
之
モ
ノ
右
同
断

之
買
受
米
仕
候
、
右
二
口
石
代
銀
之
儀
ハ
古
来
ゟ
銀
山
稼
モ
不
相
成

候
得
共
、
可
成
程
ハ
例
年
之
格
ヲ
離
随
分
相
働
取
立
上
納
仕
候
積
ニ

御
座
候

米
三
千
五
百
石

内
二
千
八
百
八
石

浦
方
稼
之
百
姓
石
代
銀

鉄
山

是
ハ
御
物
成
之
儀
江
戸
廻
シ
申
付
候
而
ハ
夫
食
無
御
座
候
ニ
付
、
前

々
ゟ
銀
納
ニ
申
付
候
、
御
直
段
相
窺
次
第
取
立
申
候

六
百
九
十
二
石

同
断
買
受
米

是
ハ
鉄
山
浦
方
稼
仕
候
百
姓
買
米
渡
、
石
州
ハ
米
払
底
ニ
付
他
国
米

之
買
入
候
得
共
、
鉄
山
浦
方
稼
之
者
共
并
百
姓
夫
食
不
足
仕
候
ニ
付

相
続
難
成
故
、
前
々
ゟ
書
面
之
通
御
物
成
米
之
内
売
渡
申
候
、
右
之

通
不
被
仰
付
候
而
ハ
百
姓
退
転
仕
義
ニ
御
座
候
、
尤
米
代
銀
之
儀
ハ

御
直
段
相
窺
次
第
取
立
申
候

米
三
千
四
百
二
十
一
石
余

奥
山
中
并
在
々
不
足
米
銀
納

（
後
略
）

右
の
史
料
三
は
享
保
七
年
の
「
御
払
米
」
の
内
訳
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
銀
山

の
買
請
米
は
、
「
山
師
下
財
吹
屋
鍛
冶
屋
」
の
一
〇
四
一
人
と
そ
の
妻
子
等
一
〇

八
六
人
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
山
師
頭
取
六
三
人
が
ま
と
め
て
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買
い
受
け
る
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
〇
四
一
人
分
の
石
高
の
計
算
方
法
に
は
、
「
一

日
一
夜
」
を
単
位
と
し
て
い
る
た
め
に
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
一
〇
八
一
人
分
の

石
高
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
日
四
合
で
ほ
ぼ
三
六
〇
日
分
に
当
た
る
の
で
、
全
体

の
配
分
量
は
銀
山
町
内
の
人
口
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
史
料
三
か
ら
は
、
山
師
頭
取
が
買
請
米
を
配
分
す
る
際
、
質
物
を
取
り

請
人
を
立
て
さ
せ
る
な
ど
し
た
上
で
、
下
財
ら
に
米
を
渡
し
た
こ
と
も
分
か
る

（
一
六
）

。
こ
の
買
請
米
の
貸
し
付
け
に
よ
り
、
同
じ
史
料
の
別
の
箇
所
に
「
下
財
堀

子
夫
々
江
相
渡
置
、
他
出
不
仕
様
為
相
働
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
師
た
ち
は
下

財
ら
を
銀
山
の
外
に
出
向
か
せ
る
こ
と
な
く
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
賃
金
等
の
前
貸
し
分
と
し
て
買
請
米
を
渡
す
こ
と
で
労
働
力
を
確

保
し
、
銀
山
の
経
営
を
継
続
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
銀
山
の
外
で
は
、
浦
方
の
百
姓
や
鉄
山
経
営
者
が
買
請
米
の
購
入
者
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
享
保
七
年
の
時
点
で
は
、
銀
山
に
対
す
る
払
米
よ

り
も
比
重
が
小
さ
い
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
長
州
軍
が
銀
山
料
に
進
駐

し
て
き
た
際
に
提
出
さ
れ
た
口
上
書
に
は
、
銀
山
師
及
び
銀
山
御
囲
村
の
者
ら
に

「
四
千
弐
三
百
石
位
」
を
払
い
下
げ
て
い
た
の
に
対
し
、
「
鉄
山
浦
方
諸
運
上
相

納
候
者
」
で
願
い
出
た
者
ら
に
「
五
千
六
百
石
位
」
を
払
い
下
げ
て
い
る
と
の
記

載
が
あ
り
（
一
七
）

、
比
重
が
逆
転
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
一
八
）

。
そ
し
て
、
銀

山
師
以
外
の
買
請
人
ら
も
、
米
を
小
前
層
に
貸
し
付
け
る
な
ど
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

【
史
料
四
】
「
大
森
町
組
頭
用
留
」
（
石
見
銀
山
資
料
館
蔵
）

天
保
九
戊
戌
念

正
月
評
決

一
、
去
酉
買
受
米
弐
拾
石
惣
役
人
引
受
之
分
、
田
儀
屋
清
六
方
江
受
取
、
四

石
九
斗
弐
升
宮
前
組
小
前
へ
貸
附
、
四
石
九
斗
六
升
新
町
組
へ
貸
附
、
残

米
拾
石
壱
斗
弐
升
之
内
拾
石
熊
谷
三
左
衛
門
引
受
、
石
代
銀
者
清
六
方
江

取
集
一
同
上
納
之
積
、
尤
新
町
小
前
取
立
之
儀

田
儀
屋

当

方
せ
わ
難
届
ニ
付
、
上

泉
屋
へ
取
集
、
同
方
ゟ
田
儀
屋
へ
引
渡
候
積
、
宮
前
ハ
田
儀
屋
ゟ
取
立
也

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
大
森
町
の
町
役
人
が
二
〇
石
分
の
買
請
人
と
な
り
、
米

を
分
割
し
て
町
内
の
小
前
に
貸
し
付
け
、
代
銀
は
後
日
に
田
儀
屋
が
ま
と
め
て
上

納
す
る
手
筈
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
右
に
述
べ
た
の
は
全
体
の
配
分
状
況
で
あ
る
が
、
個
々
の
銀
山
師
が
買

請
米
を
購
入
す
る
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
証
文
を
銀
山
方
役
所
に
提
出
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。

【
史
料
五
】
熊
谷
家
文
書

（
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
図
書
室
蔵
）

差
上
申
証
文
之
事

一
、
御
米
五
石
也

右
者
当
酉
御
年
貢
米
之
内
、
書
物
之
通
御
願
申
上
買
受
御
割
賦
被
仰
付
御
米

奉
受
取
候
、
代
銀
御
上
納
之
儀
者
何
時
ニ
而
も
御
触
之
日
限
無
間
違
急
度
御

上
納
可
仕
候
、
若
本
人
相
滞
候
ハ
ヽ
本
人
身
元
ニ
不
抱
、
右
日
限
通
受
相
人

ゟ
少
茂
無
遅
滞
弁
上
納
可
仕
候
、
為
後
念
証
文
差
上
申
所
、
仍
而
如
件

買
受
人
銀
山
師

文
化
十
年
酉
閏
十
一
月

熊
谷
愛
蔵
（
印
）

受
相
人
銀
山
師影

山
猶
兵
衛
（
印
）

銀
山
方
御
役
所
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前
書
買
受
米
請
相
人
影
山
猶
兵
衛
身
元
吟
味
を
詰
、
質
物
兼
而
受
込
置
候

得
者
、
右
石
代
銀
上
納
之
節
、
万
一
本
人
相
滞
候
ハ
ヽ
、
何
時
ニ
而
も
御

差
図
之
日
限
少
茂
無
遅
滞
急
度
弁
上
納
可
仕
候
、
為
後
日
奥
書
印
形
奉
差

上
候
、
以
上

酉
閏
十
一
月

身
元
受
相
人

大
森
町
橋
本
屋
元
蔵
（
印
）

銀
山
方
御
役
所

割
賦
さ
れ
た
米
五
石
の
代
銀
納
入
は
延
べ
払
い
で
あ
っ
た
の
で
、
期
限
内
の
上

納
を
誓
約
す
る
に
あ
た
り
受
相
人
を
設
定
し
、
買
請
人
本
人
と
と
も
に
判
を
押
す

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
「
御
米
奉
受
取
候
」
と
あ
る

も
の
の
、
証
文
を
作
成
し
た
一
一
月
時
点
で
は
ま
だ
米
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
可

能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
史
料
五
か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
買
請
米
の
割
賦
を
受
け
た
際
に
は
、

米
を
納
入
す
る
村
が
決
定
さ
れ
、
各
村
ご
と
の
納
入
石
高
を
記
し
た
買
請
米
切
手

が
買
請
人
へ
下
付
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
節
で
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

買
請
米
の
納
付

次
に
掲
げ
る
の
は
、
銀
山
料
内
の
村
明
細
帳
の
記
述
で
あ
る
。

【
史
料
六
】

（
福
光
本
領
村
）
「
御
年
貢
米
銀
納
之
儀
、
田
方
者
米
納
ニ
而
毎
年
買
請
米

・
置
米
ニ
仕
来
、
其
余
江
戸
・
大
坂
御
回
米
ニ
而
上
納
、
畑
方
者
取
米
壱
石

ニ
付
判
銀
八
匁
宛
上
納
仕
来
申
候
」
（
一
九
）

（
井
田
村
）
「
御
年
貢
米
凡
三
歩
通
位
御
廻
米
・
置
米
と
被
仰
付
、
其
余
ハ

買
請
米
御
割
賦
ニ
被
仰
付
候
」
（
二
〇
）

（
大
田
南
村
）
「
御
年
貢
米
納
之
儀
者
、
江
戸
・
大
坂
御
廻
米
・
置
米
・
買

請
米
等
御
上
納
仕
候
内
、
五
歩
五
厘
通
御
廻
米
、
三
歩
七
厘
通
買
請
米
、
八

厘
置
米
ニ
御
座
候
」
（
二
一
）

大
田
南
村
で
は
四
割
弱
、
井
田
村
で
は
七
割
と
、
年
貢
米
に
占
め
る
買
請
米
の

比
率
は
村
に
よ
り
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
右
の
記
述
に

あ
る
置
米
と
は
銀
山
附
役
人
の
扶
持
に
充
て
ら
れ
る
年
貢
米
を
指
す
（
二
二
）

。

そ
し
て
、
買
請
米
の
納
付
を
割
り
当
て
ら
れ
た
村
（
以
下
、
割
賦
村
と
す
る
）

で
は
、
村
内
の
個
々
の
百
姓
に
対
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く
割
り
当
て
が
な
さ
れ
た
。

【
史
料
七
】
坂
根
家
文
書

二
四
六
（
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）

（
表
紙
）

「

文
化
三
刁
年

寅
御
年
貢
買
請
米
附
送
り
覚
帳

十
一
月
九
日

迩
摩
郡
忍
原
村
庄
屋
折
右
衛
門

」

寅
買
請
米
付
送
候

一
、
米
四
石
也

銀
山
三
郎
兵
衛

此
分
折
右
衛
門
渡
し

一
、
同
弐
拾
石
也

同
人

内壱
石
六
斗

米
主
和
兵
衛

八
斗

重
蔵

八
斗

嘉
重
郎

八
斗

明
元
寺

八
斗

重
治
郎

八
斗

折
平
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八
斗

繁
右
衛
門

八
斗

要
右
衛
門

（
ほ
か
一
四
名
）

〆
弐
拾
石
也

（
以
下
略
）

右
は
、
買
請
人
で
あ
る
銀
山
の
三
郎
兵
衛
に
米
を
送
る
忍
原
村
百
姓
の
内
訳
で

あ
る
。
四
石
は
庄
屋
の
折
右
衛
門
か
ら
送
り
、
二
〇
石
に
つ
い
て
は
二
二
名
で
分

納
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
略
し
た
部
分
以
下
に
も
、
別
の
買
請
人
ご
と
に
同
様
の

記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
つ
の
村
か
ら
複
数
の
買
請
人
に
対
し
送
付
さ
れ

た
こ
と
と
と
も
に
、
一
人
の
買
請
人
に
対
す
る
納
付
人
も
多
数
に
渡
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
但
し
、
実
際
の
納
付
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
買
請
人
に
対
し

村
の
郷
蔵
か
ら
ま
と
め
て
送
っ
て
い
た
（
二
三
）

。
そ
し
て
、
村
か
ら
買
請
米
が
送
ら

れ
る
と
、
買
請
人
の
側
か
ら
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
受
取
書
が
交
付
さ
れ
た
。

【
史
料
八
】
熊
谷
家
文
書
二
八
・
二
四
三
（
前
掲
京
都
大
学
蔵
）

覚

一
、
米
六
拾
弐
石

右
者
大
森
町
田
儀
屋
三
左
衛
門
殿
買
請
御
米
其
御
村
方
へ
御
割
賦
之
辻
慥
ニ

受
取
申
候
、
以
上

天
保
弐
年
卯
四
月
廿
八
日

大
林
鈩
所

勝
左
衛
門
（
印
）

原
村
御
役
人
衆
中

右
の
事
例
に
即
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
村
々
か
ら
買
請
人
に
米
を
送
付
す
る

場
合
、
幾
回
に
分
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
分

納
の
度
ご
と
に
出
さ
れ
た
受
取
書
は
「
小
受
取
」
と
呼
ば
れ
、
納
入
完
了
時
に
は

村
に
返
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
史
料
八
か
ら
分
か
る
の
は
、

米
を
実
際
に
受
け
取
る
の
が
買
請
人
本
人
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
買
請
米
を
実
際
に
受
け

取
っ
た
人
物
は
、
買
請
人
に
対
し
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

【
史
料
九
】
熊
谷
家
文
書
二
八
・
二
五
一
（
前
掲
京
都
大
学
蔵
）

覚

一
、
米
九
石
也

右
者
貴
殿
買
受
御
米
久
喜
村
ゟ
請
取
候
間
、
同
村
御
役
人
へ
此
書
御
引
替
御

切
手
御
渡
し
可
被
下
候
、
以
上

天
保
弐
年
卯
四
月

大
林
鈩
所
勝
左
衛
門
（
印
）

大
森
町
熊
谷
三
左
衛
門
殿

史
料
八
・
九
の
場
合
、
買
請
人
で
あ
る
大
森
町
の
熊
谷
三
左
衛
門
は
、
お
そ
ら

く
自
ら
が
出
資
し
て
い
る
大
林
鑪
に
米
を
送
る
よ
う
久
喜
村
に
指
示
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
次
の
史
料
は
、
送
付
の
指
示
が
明
記
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

【
史
料
一
〇
】
林
家
文
書
（
整
理
中
）
一
・
八
一
四
（
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）

（
一
）

覚

一
、
御
米
拾
石

内
、
四
石
弐
斗

米
主

周
左
衛
門

三
石
四
斗

同

彦
左
衛
門

弐
石
四
斗

同

広
兵
衛

右
ハ
宅
野
村
章
右
衛
門
殿
渡
買
受
米
、
貴
家
方
へ
相
渡
呉
候
様
頼
ニ
付
、
今

日
附
送
申
候
間
、
御
切
手
御
引
替
可
被
下
候
様
奉
頼
上
候
、
以
上

午
弐
月

鳥
越
村
庄
屋

広
左
衛
門

大
浦
湊
土
肥
屋
広
右
衛
門
殿
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（
二
）

覚

一
、
米
四
石

米
主

周
左
衛
門

右
ハ
貴
家
渡
買
受
米
、
高
弐
拾
石
之
内
書
面
之
通
附
送
申
候
間
、
御
受
取
可

被
下
候
、
其
余
米
之
儀
ハ
去
節
季
中
相
渡
則
受
取
書
為
持
申
候
間
、
御
切
手

御
引
替
被
成
度
奉
頼
上
候
、
以
上

午
弐
月

鳥
越
村
庄
屋

広
左
衛
門

大
浦
湊
土
肥
屋
広
右
衛
門
殿

こ
の
よ
う
に
、
大
浦
の
土
肥
屋
は
、
鳥
越
村
か
ら
自
ら
の
買
い
受
け
分
と
と
も

に
、
宅
野
村
章
右
衛
門
の
買
請
米
も
受
け
取
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
章
右
衛
門
の

指
示
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、

複
数
の
納
付
人
か
ら
の
米
が
一
括
さ
れ
て
送
ら
れ
た
こ
と
、
幾
回
か
に
わ
た
り
分

納
さ
れ
た
こ
と
、
完
納
に
あ
た
っ
て
は
受
取
書
が
買
請
人
に
返
却
さ
れ
た
こ
と
も

確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
受
取
書
と
交
換
す
る
か
た
ち
で
、
割
賦
村
は
買
請
人
か

ら
「
御
切
手
」
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
買
請
米
の
切
手
が
ど
の
よ
う
な
文
書
か
は
確
定
で
き
て
い
な
い
が
、
今
の

と
こ
ろ
、
次
の
様
式
の
文
書
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

【
史
料
一
一
】
熊
谷
家
文
書
五
・
八
七
（
大
田
市
立
図
書
館
寄
託
）
の
内

覚

一
、
米
拾
五
石

上
野
弥
五
郎

渡

原
田
秋
三
郎

右
買
受
米
其
村
当
亥
御
年
貢
米
ニ
而
可
相
渡
候
、
以
上

亥
十
一
月

菊
池

権
作
（
印
）

荻
村
役
人
中

こ
れ
は
、
大
森
代
官
所
の
役
人
が
村
役
人
に
対
し
、
買
請
米
を
ど
の
買
請
人
に

渡
す
べ
き
か
を
知
ら
せ
た
文
書
で
あ
る
が
、
同
じ
様
式
の
文
書
が
大
森
代
官
所
の

文
書
を
引
き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
熊
谷
家
文
書
の
中
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る

（
二
四
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
覚
」
は
、
買
請
米
の
納
入
が
終
わ
る
ま
で
は
買
請

人
の
手
元
に
あ
り
、
納
米
が
完
了
し
た
時
点
で
小
受
取
書
と
交
換
さ
れ
て
村
に
渡

り
、
割
賦
村
か
ら
大
森
代
官
所
に
皆
済
の
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
切
手
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
切
手
が
右
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
代
官
所
に
戻
る

こ
と
自
体
は
、
次
に
見
る
事
例
に
よ
り
確
実
で
あ
る
。

【
史
料
一
二
】
熊
谷
家
文
書
五
・
二
八
（
大
田
市
立
図
書
館
寄
託
）

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候

八
色
石
村
布
施
村
比
敷
村
村
之
郷
役
人
共
、
乍
恐
奉
申
上
候
、
私
共
村
之
御

年
貢
米
之
内
年
々
買
受
御
割
賦
被
仰
付
候
処
、
買
受
米
之
儀
者
御
廻
米
と
違
、

道
法
纔
弐
三
里
又
者
四
五
里
之
内
御
割
賦
被
仰
付
候
儀
ニ
付
、
先
前
よ
り
米

俵
壱
重
菰
ニ
任
付
送
り
候
上
ニ
而
欠
米
等
御
座
候
節
者
何
程
ニ
而
茂
相
渡
候

義
ニ
付
、
何
方
へ
御
割
賦
被
仰
付
候
と
も
是
迄
差
支
無
御
座
候
処
、
私
共
村

々
ニ
お
ゐ
て
、
去
未
年
買
受
米
御
割
賦
被
仰
付
候
其
村
々
去
冬
よ
り
当
春
迄

追
々
附
送
り
仕
候
処
、
上
野
村
鈩
師
幸
左
衛
門
而
已
ニ
限
り
買
受
御
米
者
御

年
貢
米
之
儀
ニ
付
、
五
人
組
前
書
ニ
も
有
之
候
通
、
米
俵
二
重
菰
ニ
無
之
而

ハ
難
受
取
申
之
候
ニ
付
、
是
迄
仕
来
之
訳
柄
を
以
色
々
相
断
候
得
共
一
円
承

知
不
仕
、
剰
買
受
御
米
相
渡
申
候
内
ヲ
以
米
俵
壱
俵
ニ
付
菰
代
と
唱
、
米
弐

合
宛
理
不
尽
ニ
引
取
小
受
取
差
出
、
又
者
小
受
取
へ
米
俵
不
足
之
訳
書
入
相

渡
、
或
者
米
運
送
仕
候
人
足
共
ヲ
叱
威
、
米
俵
壱
俵
ニ
付
銭
弐
拾
五
文
宛
現
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銭
借
用
之
姿
ニ
取
拵
書
類
為
致
候
儀
も
有
之
、
然
ル
処
前
書
奉
申
上
候
御
割

賦
村
々
者
幸
左
衛
門
隣
村
又
者
近
村
鉄
山
師
中
場
等
ニ
御
座
候
処
、
是
迄
仕

来
一
重
菰
ニ
仕
差
出
候
得
共
其
侭
受
取
、
右
様
難
渋
申
掛
ケ
候
も
の
壱
人
も

無
御
座
、
右
幸
左
衛
門
ニ
限
り
一
重
菰
ニ
而
者
難
受
取
申
之
ニ
付
、
是
迄
小

受
取
引
替
之
儀
も
出
来
不
申
候
処
、
既
ニ
今
般
御
目
録
御
引
替
被
仰
出
候
ニ

付
而
者
情
々
小
受
取
引
替
之
義
及
掛
合
候
処
、
一
円
頓
着
不
仕
、
幸
左
衛
門

ニ
限
り
一
己
之
利
欲
ニ
迷
ひ
右
様
難
渋
申
掛
、
御
切
手
引
替
相
渡
不
申
段
、

何
共
当
惑
至
極
仕
候
間
、
何
卒
格
別
之
以

御
勘
弁
幸
左
衛
門
被
召
出
、
彼

是
難
渋
不
申
掛
速
ニ
御
切
手
引
替
相
渡
候
様
以
御
威
光
之
御
理
解
被
仰
聞
被

下
置
候
ハ
ヽ
、
広
太
之
御
仁
恵
之
難
有
仕
合
奉
存
候
、
此
段
乍
恐
以
書
附
偏

ニ
奉
願
上
候
、
已
上

申
七
月

比
敷
村
庄
屋
藤
右
衛
門
（
印
）

村
之
郷
庄
屋
重
右
衛
門
（
印
）

布
施
村
庄
屋
森
右
衛
門
（
印
）

八
色
石
村
庄
屋
金
右
衛
門
（
印
）

大
森
御
役
所

右
は
、
八
色
石
村
ほ
か
三
ヶ
村
が
買
請
米
を
納
付
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
割

賦
村
に
買
請
米
切
手
を
渡
す
こ
と
を
拒
ん
だ
上
野
村
の
鈩
師
幸
左
衛
門
を
、
村
側

が
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
状
に
よ
れ
ば
、
通
例
と
異
な
り
、
幸
左
衛
門
は

買
請
米
も
ほ
か
の
年
貢
米
と
同
様
に
俵
を
二
重
菰
に
す
る
よ
う
要
求
し
た
が
、
村

側
が
こ
の
求
め
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
小
受
取
書
と
交
換
す
べ
き
切
手
を
村

に
渡
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
割
賦
村
は
年
貢
の
皆
済
目
録
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
出
訴
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
二
五
）

。

と
こ
ろ
で
、
史
料
一
二
か
ら
は
、
切
手
の
領
主
へ
の
提
出
の
事
実
と
と
も
に
、

次
の
二
点
が
判
明
す
る
。
一
つ
は
、
一
人
の
買
請
人
に
対
し
複
数
の
村
々
（
幸
左

衛
門
へ
は
四
ヶ
村
）
か
ら
買
請
米
の
送
付
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も

う
一
つ
は
、
割
賦
村
と
受
取
先
と
の
距
離
が
三
里
か
ら
五
里
の
範
囲
に
収
ま
る
こ

と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
俵
を
一

重
菰
で
済
ま
せ
て
い
た
の
は
輸
送
距
離
の
短
さ
の
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
に
、
一
つ
の
村
か
ら
送
ら
れ
た
買
請
米
の
受
取
人
全

て
が
分
か
る
事
例
に
基
づ
き
、
作
成
し
た
の
が
次
に
掲
げ
る
表
で
あ
る
。
こ
の
表

【表】荻村買請米納付先一覧

居所 名前
亥 11 上野弥五郎、原田秋三郎 15
亥 11 小割市之助、三宅丈一郎 16
亥 12 天河内村 瀬平 5
亥 11 頭百姓茂三郎 5
亥 11 （荻村） 10
亥 11 湯里村之内湯湊浦 利兵衛 5
亥 12 湯里村 市右衛門 2
亥 12 茂右衛門 2
亥 11 庄屋目代兼茂右衛門 7
亥 11 （馬路村） 10
亥 11 庄屋五左衛門 5
亥 11 頭百姓東作 10
亥 11 文蔵 5
亥 11 惣兵衛 5
亥 11 甚三郎 3
亥 11 久左衛門 6
亥 11 茂七 3
亥 11 嘉右衛門 3
亥 11 祐七郎 7
亥 11 貞四郎 4
亥 11 源助 4
亥 11 儀右衛門 4
亥 11 連助 4
亥 11 市郎兵衛 4
亥 11 八左衛門 5
亥 不明温泉津村 市蔵（切手紛失分） 5

計 154
*熊谷家文書5-87（大田市立中央図書館寄託）より作成

(銀山）

年 月
納付先

石高

荻村

西田村

馬路村

神子路浦
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に
載
る
買
請
人
の
う
ち
、
上
野
ら
四
人
は
銀
山
居
住
者
で
あ
る
が
、
銀
山
を
含
め

他
の
買
請
人
の
居
所
も
、
邇
摩
郡
荻
村
か
ら
五
里
以
内
の
範
囲
に
あ
る
村
ば
か
り

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
一
二
の
「
道
法
纔
弐
三
里
又
者
四
五
里
之
内
御
割

賦
」
と
い
う
記
述
が
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
割
賦
村
と
受
け
取
り
先
と
の
距
離
が
五
里
以
内
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

実
際
に
は
買
請
米
の
運
搬
が
困
難
な
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
一
三
】
大
田
市
朝
山
公
民
館
蔵
「
御
用
留
」

郡
中
村
々
御
年
貢
買
請
米
附
送
り
方
里
数
相
隔
又
者
山
坂
難
道
ニ
而
駄
賃
多

分
相
掛
候
ニ
付
、
都
合
宜
敷
村
方
江
廻
し
買
替
米
等
い
た
し
候
節
、
御
役
銀

相
納
候
而
者
難
渋
い
た
し
候
間
免
除
之
儀
申
立
、
右
者
買
請
米
と
者
乍
申
御

年
貢
米
之
儀
故
、
以
来
買
請
米
道
不
順
ニ
而
も
糺
之
上
紛
敷
義
無
之
候
ハ
ヽ
、

御
役
銀
免
除
之
積
御
取
計
可
有
之
候
、
右
可
申
達
如
此
候
、
已
上

卯
四
月
十
八
日

河
島
三
郎
右
衛
門

田
中
八
郎
太

野
沢
茂
富

仁
万
船
表
・
大
浦
船
表
・
鳥
井
船
表
・
波
根
船
表
・
島
津
口

右
口
々
御
番
中

右
は
銀
山
附
役
人
か
ら
銀
山
料
内
の
番
所
に
宛
て
た
天
保
一
四
年
の
通
達
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
割
賦
村
が
自
村
の
米
を
別
の
村
の
米
に
買
い
換
え
て
、
受
け

取
り
先
に
送
る
場
合
、
従
来
は
船
表
番
所
や
口
留
番
所
を
通
過
す
る
際
に
賦
課
さ

れ
て
い
た
役
銀
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
実
際
に
は
割
賦
村

で
は
な
い
村
か
ら
買
請
米
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、

長
良
村
か
ら
温
泉
津
湊
に
送
る
廻
米
を
後
地
村
が
出
す
代
わ
り
に
、
後
地
村
か
ら

渡
津
村
宗
左
衛
門
へ
の
買
請
米
を
長
良
村
が
負
担
し
、
実
際
に
は
お
そ
ら
く
宗
左

衛
門
の
指
示
で
中
太
田
村
喜
右
衛
門
に
渡
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
例
も
確
認
で

き
る
（
二
六
）

。
こ
の
場
合
、
実
際
の
受
取
人
も
買
請
人
で
な
く
、
米
を
送
る
の
も
割

賦
村
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
割
賦
村
か
ら
米
が
買
請
人
に
送
ら
れ
な
い
事
例
は
、

運
送
上
の
都
合
以
外
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
次
に
示
す
二
つ
の
史
料
は
、
割
賦

村
の
事
情
に
因
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
四
】
熊
谷
家
文
書
二
〇
・
四
一
八
（
大
田
市
立
図
書
館
寄
託
）

相
渡
申
一
札
之
事

一
、
米
三
石
六
斗
也

右
者
去
丑
御
年
貢
買
請
米
之
内
、
拾
石
貴
家
江
御
割
賦
御
座
候
ニ
付
、
度
々

相
渡
候
処
、
書
面
之
通
未
不
足
仕
罷
在
候
分
七
月
廿
日
迄
ニ
無
間
違
相
渡
候

積
り
御
断
申
、
此
度
御
切
手
者
御
渡
被
下
忝
存
候
、
然
ル
上
ハ
右
米
三
石
六

斗
来
七
月
廿
日
切
、
無
間
違
相
渡
可
申
候
、
外
ニ
米
四
斗
之
受
取
不
足
ニ
御

座
候
分
、
右
米
一
所
ニ
相
渡
可
申
候
、
為
後
日
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

寅
六
月

本
人
稲
用
村
庄
屋

作
右
衛
門
（
印
）

田
儀
屋
民
右
衛
門
殿

【
史
料
一
五
】
熊
谷
家
文
書
二
〇
・
六
二
〇
（
大
田
市
立
図
書
館
寄
託
）

相
渡
し
申
証
文
之
事

一
、
御
米
拾
石
也

代
銀
五
百
弐
拾
目
八
分
定

右
者
去
子
御
年
貢
買
請
米
拾
石
、
貴
殿
江
御
割
賦
被
仰
付
、
正
米
可
相
渡
所
、

村
方
不
自
由
ニ
付
書
面
之
代
銀
五
百
弐
拾
目
八
分
ニ
シ
テ
村
方
へ
買
請
候
所

相
違
無
御
座
候
、
右
代
銀
御
調
之
儀
者
来
ル
十
一
月
十
日
限
り
ニ
無
間
違
、
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急
度
相
渡
可
申
候
、
尤
御
米
拾
石
御
切
手
之
儀
者
、
右
代
銀
御
調
之
砌
可
請

取
候
筈
之
所
ニ
皆
済
目
録
引
替
差
支
ニ
も
可
相
成
、
此
度
御
渡
被
下
候
様
ニ

相
願
候
得
ハ
、
御
渡
被
下
慥
ニ
請
取
忝
存
候
、
大
切
成
ル
御
年
貢
銀
御
座
候

得
ハ
、
右
日
限
聊
滞
儀
無
御
座
候
、
依
之
村
役
人
連
印
ヲ
以
借
用
証
文
相
渡

申
所
如
件

安
永
拾
年
丑
四
月
十
七
日

借
り
人
大
家
本
郷
庄
屋
森
右
衛
門
（
印
）

同

同

頭
百
姓
権
兵
衛
（
印
）

同

同

百
姓
代
儀
惣
治
（
印
）

証
人

大
森

京
屋
和
兵
衛
（
印
）

大
森
田
儀
屋
民
右
衛
門
殿

史
料
一
四
は
、
大
森
町
の
田
儀
屋
民
右
衛
門
へ
稲
用
村
が
一
〇
石
渡
す
べ
き
と

こ
ろ
、
六
月
段
階
で
三
石
六
斗
分
が
未
納
で
あ
っ
た
た
め
に
、
七
月
二
〇
日
ま
で

に
完
納
す
る
こ
と
を
約
し
、
完
納
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
切
手
を
受
け
取
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
米
の
滞
納
に
よ
り
、
買
請
人
と
割
賦
村

と
の
間
で
貸
借
関
係
が
生
じ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
史
料
一

五
は
、
田
儀
屋
民
右
衛
門
に
送
る
べ
き
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
分
の
買
請
米
一

〇
石
を
、
割
賦
村
で
あ
る
大
家
本
郷
村
が
田
儀
屋
か
ら
購
入
し
、
代
銀
を
翌
年
の

一
一
月
一
〇
日
ま
で
に
支
払
う
こ
と
を
約
し
た
証
文
で
あ
る
。
尤
も
、
別
文
書
に

よ
り
期
限
内
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
買
請
人
で
あ
る
田
儀
屋
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
八

月
ま
で
に
銀
山
方
役
所
に
買
請
米
代
銀
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
米

も
銀
も
受
け
取
っ
て
な
い
段
階
で
、
切
手
を
割
賦
村
に
渡
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
割
賦
村
が
米
を
納
め
ず
代
銀
納
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、
買
請
人
と

割
賦
村
と
の
間
で
金
銭
の
貸
借
関
係
の
生
ず
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
買
請
米
の
納
入
は
、
買
請
人
に
よ
る
申
請
→
割
賦
村
の

指
定
→
納
付
百
姓
の
決
定
→
買
請
米
の
送
付
（
分
納
）
→
小
受
取
書
の
発
行
→
小

受
取
書
と
切
手
の
交
換
（
割
賦
村
へ
の
切
手
の
交
付
）
→
切
手
の
代
官
所
へ
の
提

出
と
い
う
手
続
き
を
経
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
を

経
て
い
れ
ば
、
代
官
所
は
年
貢
米
の
納
入
が
完
了
し
た
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
右
の
手
続
き
を
経
た
か
た
ち
に
し

つ
つ
、
買
請
人
や
割
賦
村
の
事
情
に
応
じ
、
制
度
の
建
て
前
と
は
異
な
る
運
用
が

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章

石
見
銀
山
の
経
営
と
買
請
米

第
一
節

買
請
米
代
銀
の
上
納

買
請
人
が
提
出
し
た
証
文
（
史
料
五
）
に
、
「
御
触
之
日
限
無
間
違
急
度
御
上

納
可
仕
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
買
請
人
は
銀
山
方
役
所
の
触
書
に
記
載
さ
れ
た
日

限
ま
で
に
代
銀
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
天
明
五
年
（
一

七
八
五
）
の
買
請
米
に
つ
い
て
は
、
天
明
六
年
に
な
り
、
「
去
巳
年
買
受
米
石
代

銀
之
内
、
来
ル
三
月
六
日
取
立
廻
状
向
々
江
差
出
候
」
と
あ
る
三
月
六
日
の
外
、

四
月
六
日
、
六
月
六
日
が
上
納
期
限
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
（
二
七
）

。

こ
の
指
示
を
受
け
て
代
銀
を
上
納
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
受
取
書
を
買
請
人
は

銀
山
方
役
所
か
ら
渡
さ
れ
た
。

【
史
料
一
六
】
林
家
文
書
（
整
理
中
）
一
・
五
七
五
（
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）

覚

一
、
銀
弐
百
三
拾
八
匁
六
分
九
厘

大
浦
要
助

一
、
銀
壱
貫
百
四
拾
目

同
所
広
右
衛
門

右
者
買
請
米
石
代
銀
之
内
書
面
之
通
請
取
も
の
也
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亥
（
判
読
難
）

□

月
二
日

銀
山
方
御
役
所
（
印
）

右
は
礒
竹
村
大
浦
の
買
請
人
要
助
と
広
右
衛
門
が
納
め
た
代
銀
の
受
取
書
で
あ

る
。
こ
れ
に
「
買
請
米
石
代
銀
之
内
」
と
あ
る
こ
と
、
先
ほ
ど
の
触
書
で
は
三
次

に
わ
た
り
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
銀
は
数
回
に
分
け
て
納
め
ら

れ
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
二
八
）

。
ま
た
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

の
代
官
交
替
時
の
菅
谷
弥
五
郎
か
ら
大
岡
源
右
衛
門
へ
の
申
し
送
り
書
に
よ
る

と
、
「
三
月
四
月
五
月
六
月
八
月
」
の
五
度
取
り
立
て
た
と
さ
れ
る
（
二
九
）

。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
全
て
の
買
請
米
代
銀
が
上
納
さ
れ
る
と
、
銀
山
方
役
所
で
灰
吹
銀
引

き
替
え
用
の
置
銀
を
差
し
引
い
て
、
地
方
役
所
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
地
方
へ
移
管
さ
れ
る
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

大
森
代
官
所
の
御
用
掛
屋
（
熊
谷
家
＝
田
儀
屋
）
が
秤
量
し
て
い
た
。

【
史
料
一
七
】
熊
谷
家
文
書
五
・
七
六
・
五
五
（
大
田
市
立
図
書
館
寄
託
）

覚

一
、
米
五
千
三
百
九
拾
八
石
五
斗

銀
山
方
寅
年
買
請
米

此
代
銀
弐
百
七
拾
五
貫
百
弐
拾
九
匁
壱
分
五
厘

但
、
壱
石
ニ
付
五
拾
目
九
分
四
厘
四
毛

内

百
五
拾
貫
目

置
銀

残
百
弐
拾
五
貫
百
弐
拾
九
匁
壱
分
五
厘

一
、
銀
壱
貫
八
百
七
拾
六
匁
九
分
四
厘

判
賃

一
、
同
八
百
三
拾
八
匁
弐
分
四
厘

納
入
用

一
、
同
百
壱
匁
六
分

小
玉
打
銀

合
銀
百
弐
拾
七
貫
九
百
四
拾
五
匁
九
分
三
厘

こ
の
よ
う
に
、
寅
年
（
年
次
未
詳
）
の
銀
山
方
買
請
米
五
三
九
八
石
五
斗
の
代

銀
は
二
七
五
貫
一
二
九
匁
一
分
五
厘
で
あ
っ
た
が
、
置
銀
一
五
〇
貫
目
を
差
し
引

い
た
一
二
五
貫
一
二
九
匁
一
分
五
厘
を
秤
量
し
た
際
の
経
費
が
、
判
賃
・
納
入
用

・
小
玉
打
銀
の
額
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
置
銀
を
除
い
た
買
請
米

代
銀
は
他
の
年
貢
銀
と
と
も
に
、
基
本
的
に
は
大
坂
の
御
金
蔵
に
運
送
さ
れ
た
は

ず
で
あ
る
。

第
二
節

石
見
銀
山
の
経
営
資
金
と
置
銀

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
享
保
四
年
に
は
灰
吹
銀
と
引
き
替
え
る
丁
銀
と
し
て

一
二
〇
貫
目
が
用
意
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
（
史
料
二
）
、
史
料
一
七
に
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
近
世
後
期
に
は
一
五
〇
貫
目
が
置
銀
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た

（
三
〇
）

。
し
か
し
、
灰
吹
銀
の
産
出
高
が
減
少
し
、
ま
た
幕
府
財
政
の
逼
迫
が
深
刻

化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
幕
府
勘
定
所
は
こ
の
置
銀
の
削
減
を
考
慮
し
始
め
る
よ

う
に
な
る
。
次
の
史
料
は
、
こ
の
指
示
に
対
す
る
大
森
代
官
の
回
答
で
あ
る
。

【
史
料
一
八
】
『
石
州
銀
山
治
府
要
集
』
（
山
口
県
立
文
書
館
蔵
）

石
州
銀
山
灰
吹
銀
置
銀
減
少
被
仰
付
候
ニ
付
申
上
候
書
付

石
州
銀
山
灰
吹
引
替
銀
と
し
て
同
州
御
年
貢
銀
之
内
、
百
五
拾
貫
目
宛
灰
吹

銀
出
方
ニ
不
抱
、
先
前
ゟ
年
々
置
銀
ニ
被
成
下
、
引
替
残
銀
有
之
節
者
其
年

々
十
一
月
十
二
月
之
内
、
灰
吹
銀
一
同
大
坂
御
金
蔵
江
上
納
相
成
申
候
、
当

時
諸
運
上
丁
銀
年
々
凡
百
貫
目
程
有
之
、
右
置
銀
与
都
合
弐
百
五
拾
貫
目
程

ニ
而
灰
吹
銀
、
凡
百
拾
貫
目
余
之
引
替
ニ
相
当
り
申
候
ニ
付
、
灰
吹
銀
百
弐

拾
貫
目
位
出
来
仕
候
得
者
、
右
引
当
銀
ニ
而
者
不
足
ニ
相
成
、
既
ニ
文
化
十

一
年
前
年
迄
者
灰
吹
銀
七
八
拾
貫
目
ゟ
百
貫
目
位
迄
之
出
方
ニ
御
座
候
処
、

右
戌
年
ニ
至
り
俄
ニ
山
色
立
直
り
灰
吹
銀
弐
百
三
拾
貫
目
余
之
出
方
ニ
相

成
、
定
式
置
銀
百
五
拾
貫
目
之
外
別
段
百
五
拾
貫
目
増
置
銀
被
仰
付
候
得
共
、
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尚
引
替
銀
七
貫
目
余
引
足
不
申
、
山
稼
銀
之
内
ゟ
繰
替
相
渡
置
、
大
坂
御
金

蔵
江
御
渡
相
成
候
義
茂
御
座
候
、
然
ル
処
此
度
置
銀
百
五
拾
貫
目
之
内
五
拾

貫
目
減
少
被
仰
付
候
ニ
付
而
者
、
俄
ニ
立
直
り
灰
吹
出
方
相
増
候
時
節
ニ
至

り
、
山
稼
銀
之
内
ゟ
繰
替
相
渡
置
可
申
茂
、
当
時
御
貸
附
銀
不
納
之
向
多
く

繰
替
相
渡
置
可
申
目
当
茂
無
御
座
、
尤
灰
吹
銀
出
来
次
第
、
其
時
々
引
替
銀

相
渡
不
申
候
而
者
、
一
体
極
難
之
山
師
共
当
日
之
営
も
差
支
迷
惑
仕
候
義
眼

前
之
儀
ニ
御
座
候
、
且
御
物
成
銀
山
買
請
米
石
代
銀
之
内
茂
置
銀
百
五
拾
貫

目
并
其
余
も
年
々
八
月
中
迄
ニ
割
合
皆
取
立
仕
、
尤
地
方
江
皆
済
之
儀
者
五

月
十
日
迄
ニ
山
稼
銀
之
内
ゟ
繰
替
相
渡
申
候
、
元
来
困
窮
之
山
師
共
、
買
請

米
石
代
銀
茂
度
々
少
々
宛
取
立
不
申
候
而
者
難
渋
仕
候
間
、
稼
方
差
支
候
ニ

付
、
先
前
仕
来
ニ
而
右
之
通
取
計
来
候
処
、
置
銀
減
少
被
仰
付
候
上
者
、
成

丈
ケ
一
時
ニ
余
分
取
立
不
申
候
而
者
不
相
成
様
罷
成
、
纔
之
儀
ニ
者
御
座
候

得
共
、
下
方
ニ
而
者
大
ニ
難
儀
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、
其
上
地
方
御
年
貢
上
納

期
月
六
月
ニ
而
五
月
皆
済
相
成
候
儀
ニ
付
、
年
半
ゟ
俄
ニ
山
色
立
直
り
灰
吹

出
方
相
増
候
而
置
銀
不
足
之
節
、
増
置
銀
御
伺
之
義
も
難
出
来
、
前
段
申
上

候
通
之
次
第
ニ
而
大
坂
御
金
蔵
ゟ
受
取
相
渡
遣
候
様
ニ
而
者
日
間
等
彼
是
相

考
候
処
、
御
伺
之
上
江
戸
表
ゟ
大
坂
表
江
御
達
ニ
相
成
、
其
上
出
役
之
も
の

罷
出
受
取
候
儀
ニ
付
、
余
程
日
数
も
相
掛
り
可
申
、
繰
替
渡
置
可
申
銀
子
目

当
茂
無
御
座
、
俄
ニ
差
支
候
儀
も
可
有
御
座
哉
ニ
奉
存
候
間
、
可
相
成
義
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
従
来
之
通
御
年
貢
銀
之
内
百
五
拾
貫
目
宛
年
々
定
式
灰
吹
銀

引
当
、
置
銀
ニ
被
成
下
候
様
仕
度
此
段
奉
申
上
候
、
以
上

申
十
二
月

右
者
天
保
七
申
年
十
二
月
四
日
差
出

勘
定
所
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
、
従
来
は
一
五
〇
貫
目
で
あ
っ
た
置
銀

を
五
〇
貫
目
削
減
し
一
〇
〇
貫
目
に
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
が
、
大
森
代
官
は
こ

の
回
答
書
に
よ
り
銀
山
の
経
営
上
の
事
情
を
説
明
し
、
従
来
通
り
一
五
〇
貫
目
の

置
銀
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

当
時
、
灰
吹
銀
と
交
換
す
る
丁
銀
は
、
銀
山
方
役
所
が
管
轄
す
る
運
上
銀
一
〇

〇
貫
目
程
度
と
、
年
貢
銀
の
内
か
ら
留
保
し
た
置
銀
一
五
〇
貫
目
と
を
合
わ
せ
た

二
五
〇
貫
目
程
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
灰
吹
銀
一
一
〇
貫
目
程
度
に
相
当
し
た
が
、

一
年
の
灰
吹
銀
産
出
高
が
こ
の
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
ほ
ん
ら
い
間
歩
（
坑
道
）

の
修
復
費
用
に
充
て
る
山
稼
銀
を
転
用
し
て
凌
い
で
い
た
。
こ
の
山
稼
銀
は
、
銀

山
貸
附
銀
（
三
一
）

と
言
い
、
一
八
世
紀
以
来
、
灰
吹
銀
の
一
部
を
留
保
す
る
な
ど
、

種
々
の
名
目
で
プ
ー
ル
し
た
資
金
を
、
銀
山
料
の
村
々
や
西
日
本
の
大
名
領
な
ど

に
広
く
貸
し
付
け
て
得
た
利
銀
が
原
資
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
銀
山
貸
附
銀
の
返

済
の
滞
納
が
増
加
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
山
稼
銀
の
引
き
替
え
丁
銀
へ
の
転
用
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
目
の
理
由
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
置
銀
一
五
〇
貫
目
を
含
む
銀
山
買
請
米
の
代
銀
は
、
毎

年
八
月
ま
で
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
地
方
役
所
へ
の
移
管
分
（
史
料

一
七
参
照
）
は
五
月
一
〇
日
ま
で
に
完
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
（
三
二
）

と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
買
請
米
代
銀
完
納
前
に
置
銀
以
外
の
銀
高
を

移
管
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
も
ま
た
山
稼
銀
を
転
用
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
置
銀
を
五
〇
貫
目
削
減
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
分
だ
け
地
方
役
所

へ
の
移
管
額
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
山
稼
銀
の
転
用
が
難
し
い

中
、
五
月
一
〇
日
の
皆
済
期
限
ま
で
に
徴
収
す
る
買
請
米
代
銀
を
増
や
す
必
要
が

生
ず
る
が
、
少
し
ず
つ
分
納
せ
ざ
る
を
得
な
い
困
窮
の
山
師
以
下
の
者
に
と
っ
て

は
、
大
い
に
困
っ
た
事
態
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
地
方
役
所
に
五

月
に
年
貢
銀
を
移
管
し
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
置
銀
の
増
加
申
請
は
難
し
い
の
で
、
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年
の
半
ば
以
降
に
灰
吹
銀
の
産
出
高
の
増
加
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
丁
銀
と
交
換

す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
言
う
。

さ
て
、
以
上
の
主
張
か
ら
、
一
九
世
紀
段
階
に
お
け
る
石
見
銀
山
の
経
営
資
金

は
、
銀
山
方
運
上
銀
、
買
請
米
代
銀
、
銀
山
貸
付
銀
の
利
銀
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
ら
の
本
来
の
用
途
は
、
銀
山
方
運
上
銀
と
買
請
米
代
銀
と
が
灰
吹
銀

引
替
丁
銀
、
貸
付
銀
利
銀
が
間
歩
の
維
持
・
修
復
費
用
で
あ
っ
た
が
、
費
用
が
不

足
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
資
金
は
相
互
に
転
用
さ
れ
て
銀
山
は
経
営
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
（
三
三
）

。
こ
の
う
ち
、
銀
山
方
運
上
銀
と
買
請
米
代
銀
は
、
銀
山

料
村
々
の
支
配
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
収
入
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら

ば
、
銀
山
の
経
営
と
銀
山
料
支
配
の
仕
組
み
の
変
遷
は
、
や
は
り
一
体
的
に
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
は
あ
く
ま
で
銀
山
料
に
お
け
る
買
請
米
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
に
過
ぎ

ず
、
し
た
が
っ
て
積
み
残
し
た
課
題
は
多
い
。
買
請
米
制
度
の
歴
史
的
変
化
の
詳

細
、
買
請
人
及
び
割
賦
村
の
決
定
の
仕
組
み
、
買
請
人
に
と
っ
て
買
請
米
の
利
点

（
三
四
）

な
ど
、
買
請
米
制
度
自
体
に
関
す
る
課
題
だ
け
で
な
く
、
銀
山
及
び
銀
山
料

に
お
け
る
銀
及
び
銅
銭
の
流
通
構
造
と
買
請
米
制
度
と
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
か
と
い
う
、
銀
山
経
営
に
関
わ
る
問
題
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
他
領
の
類
似
の
制
度
と
の
比
較
検
討
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
別
子
銅

山
の
買
請
米
は
、
経
営
主
で
あ
る
住
友
家
に
対
す
る
優
遇
策
で
あ
り
、
代
銀
の
延

べ
払
い
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
銀
山
料
と
共
通
す
る
が
、
安
価
で
の
払

い
下
げ
で
あ
る
点
で
異
な
り
、
ま
た
領
外
か
ら
の
廻
米
で
調
達
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
状
況
も
違
う
（
三
五
）

。
一
方
、
畿
内
の
年
貢
米
の
在
払
制
度
は
、
比
較
的
近

隣
の
買
請
人
に
村
か
ら
直
接
年
貢
米
が
運
送
さ
れ
る
点
で
事
情
を
同
じ
く
す
る

が
、
代
銀
納
入
と
米
の
受
け
渡
し
は
ほ
ぼ
同
時
で
、
代
銀
は
延
べ
払
い
で
は
な
い

（
三
六
）

。
さ
ら
に
、
松
江
藩
領
に
お
け
る
鉄
山
師
に
対
す
る
年
貢
米
の
払
い
下
げ
の

場
合
、
代
銀
は
分
割
払
い
で
あ
る
が
、
先
納
銀
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
代
銀
納
入

後
に
米
が
払
い
下
げ
ら
れ
る
か
た
ち
で
あ
る
（
三
七
）

。

こ
の
よ
う
に
、
制
度
の
目
的
や
領
地
の
事
情
に
よ
り
、
類
似
の
制
度
で
あ
っ
て

も
、
運
用
の
仕
方
は
異
な
る
点
が
多
い
。
こ
う
し
た
比
較
検
討
は
、
な
お
必
要
で

あ
ろ
う
。

（
付
記
）

本
稿
は
『
社
会
文
化
論
集
』
第
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
か
ら
の
転
載
で
あ
る
。
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（
一
）
史
料
上
は
、
「
買
受
米
」
、
「
買
請
米
」
と
二
通
り
あ
る
が
、
本
稿
の
論

述
に
お
け
る
表
記
は
買
請
米
に
統
一
す
る
。

（
二
）
山
本
太
郎
「
倉
敷
代
官
所
管
下
幕
領
の
伊
予
銅
山
買
請
米
割
賦
と
倉
敷
掛

屋
」
（
『
倉
敷
の
歴
史
』
三
、
一
九
九
三
年
）
、
安
国
良
一
「
買
請
米
と
そ

の
利
益
－
別
子
銅
山
買
請
米
制
の
研
究
－
」

（
『
住
友
史
料
館
報
』
二
六
、

一
九
九
六
年
）
、
安
国
良
一
「
買
請
米
の
割
賦
と
廻
送
（
一
）
（
二
）
」
（
『
住

友
史
料
館
報
』
二
七
、
一
九
九
七
年
、
『
同
』
二
八
、
一
九
九
八
年
）
な
ど

を
参
照
。

（
三
）
銀
山
料
に
お
け
る
掛
屋
に
つ
い
て
は
、
藤
原
雄
高
「
石
見
銀
山
領
に
お
け

る
掛
屋
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
相
良
英
輔
先
生
退
職
記
念
論
集
刊
行
会
編

『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見
銀
山
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

を
参
照
。

（
四
）
前
掲
（
注
二
）
安
国
論
文
（
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
五
）
石
川
準
吉
『
生
野
銀
山
と
生
野
代
官
』
（
行
政
史
料
刊
行
会
、
一
九
五
九

年
）
の
第
九
章
「
幕
府
の
保
護
政
策
」
を
参
照
。

（
六
）
『
岐
阜
県
史
』
通
史
編
近
世
上
、
第
三
章
第
三
節
六
（
岐
阜
県
、
一
九
八

一
年
）
の
山
方
米
の
記
述
を
参
照
。

（
七
）
「
石
見
銀
山
領
に
お
け
る
年
貢
諸
役
の
推
移
と
農
村
構
造
－
安
濃
郡
刺
賀

村
、
邇
摩
郡
忍
原
村
を
中
心
と
し
て
－
」
（
内
藤
正
中
編
『
近
代
島
根
の
展

開
構
造
』
名
著
出
版
、
一
九
七
七
年
、
初
出
一
九
六
四
）
、
「
石
見
銀
山
と

周
辺
農
村
」
（
地
方
史
研
究
評
議
会
編
『
山
陰
－
地
域
の
歴
史
的
性
格
－
』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
、
「
石
見
銀
山
付
御
料
の
年
貢
体
制
と
農
村

構
造
の
推
移
－
天
明
期
波
積
組
一
件
を
指
標
と
し
て
－
」
（
『
日
本
海
地
域

史
研
究
』
第
九
輯
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

（
八
）
「
天
保
七
申
ヨ
リ
弘
化
二
巳
迄
岩
田
鍬
三
郎
殿
御
支
配
中
諸
伺
並
書
上
類

写
」
（
野
沢
家
文
書
三
・
二
・
二
、
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
近
世
筆
写
編
一

三
三
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
）
を
参
照
。
以
下
、
本
章
に
お
け
る
記
述
の
典

拠
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
に
拠
る
。

（
九
）
銀
山
料
を
治
め
る
大
森
代
官
所
の
支
配
機
構
は
、
地
方
役
所
と
銀
山
方
役

所
に
分
か
れ
て
い
た
。
銀
山
方
に
は
地
役
人
（
銀
山
附
役
人
）
が
附
属
し
、

領
内
の
鉱
山
と
と
も
に
、
口
留
番
所
や
船
表
番
所
、
漁
業
、
職
人
な
ど
に
か

か
る
役
銀
の
徴
収
な
ど
を
管
轄
し
た
。

（
一
〇
）
「
享
保
未
申
酉
覚
書
」
（
野
沢
家
文
書
三
・
二
・
二
、
旧
島
根
県
史
編

纂
資
料
近
世
筆
写
編
一
三
三
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
）
に
は
、
「
冬
中
ゟ
正
月
迄

之
内
貸
渡
申
候
」
と
あ
る
の
で
、
引
き
渡
し
期
間
に
は
も
う
少
し
幅
が
あ
っ
た
。

（
一
一
）
も
ち
ろ
ん
、
代
銀
を
米
を
渡
し
た
下
財
ら
か
ら
回
収
す
れ
ば
、
丁
銀
も

得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
下
財
ら
に
よ
る
返
済
も
延
べ
払
い
な
の
で
、

当
座
必
要
な
現
銀
と
は
な
ら
な
い
。

（
一
二
）
も
と
も
と
銀
山
料
で
は
、
畑
方
の
銀
納
な
ど
に
際
し
、
灰
吹
銀
を
精
製

し
代
官
の
極
印
を
打
っ
た
判
銀
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
灰
吹
銀
の

産
出
高
が
減
少
し
た
た
め
、
『
銀
山
古
事
覚
書
』
（
編
者
不
明
、
成
立
は
元

禄
末
年
頃
か
、
山
中
家
文
書
、
島
根
県
大
田
市
に
寄
託
）
の
「
丁
銀
判
賃
之

事
」
に
よ
れ
ば
、
代
官
が
柘
植
伝
兵
衛
の
時
（
延
宝
三
年
～
天
和
二
年
）
に
、

畑
方
銀
納
に
際
し
判
銀
だ
け
で
な
く
丁
銀
が
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

『
石
州
銀
山
治
府
要
集
』
（
藤
井
篤
敬
編
、
文
久
元
年
成
立
、
山
口
県
立
文
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書
館
蔵
）
の
「
判
銀
名
目
之
事
」
に
は
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
に

は
「
郡
中
」
（
銀
山
料
村
々
）
で
す
で
に
判
銀
の
流
通
が
止
ん
で
い
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
三
）
灰
吹
銀
の
丁
銀
と
の
引
き
替
え
自
体
は
、
す
で
に
延
宝
元
年
（
一
六
七

三
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
山
根
俊
久
『
石
見
銀
山
に
関
す
る
研
究
』
石
東

文
化
研
究
会
、
一
九
三
二
年
）
。
ま
た
、
前
掲
注
（
一
二
）
『
石
州
銀
山
治

府
要
集
』
に
は
、
延
宝
六
年
に
銀
座
が
代
官
柘
植
伝
兵
衛
に
宛
て
た
灰
吹
銀

の
受
取
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
灰
吹
銀
納
入
後
に
丁
銀
が
渡
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。
し
か
し
、
享
保
一
二
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
の
覚
書
で
あ
る

前
掲
注
（
一
〇
）
「
享
保
未
申
酉
覚
書
」
に
は
、
「
往
古
ハ
国
中
判
銀
通
用

仕
候
得
共
、
近
来
ハ
判
銀
抜
目
為
吟
味
鏈
吹
仕
候
節
ゟ
段
々
番
人
付
置
吹
立

候
ヘ
ハ
早
速
丁
銀
ニ
引
替
判
銀
ハ
堅
通
用
不
仕
候
」
と
、
判
銀
流
通
停
止
を

目
的
と
し
て
、
灰
吹
銀
と
丁
銀
と
の
引
き
替
え
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
仲
野
義
文
「
江
戸
幕
府
の
貨
幣
政
策
と
鉱
山
経

営
の
動
向
に
つ
い
て
～
灰
吹
銀
引
替
制
を
問
題
と
し
て
～
」
（
『
島
根
史
学

会
会
報
』
三
八
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
一
四
）
両
城
下
の
平
均
価
格
に
基
づ
き
公
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
、
前
掲

注
（
一
二
）
『
銀
山
古
事
覚
書
』
は
代
官
が
後
藤
覚
右
衛
門
の
時
（
元
禄
五

年
～
一
一
年
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
一
五
）
「
明
和
二
酉
年
ゟ
文
化
十
二
亥
年
迄
五
拾
壱
ヶ
年
石
代
直
段
地
相
場
差

引
帳
」
（
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
熊
谷
家
文
書
・
六
四
九
）
に
、
松
江

と
浜
田
の
平
均
米
価
と
、
石
見
の
米
相
場
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
明
和
二

年
か
ら
文
化
一
二
年
ま
で
の
五
一
年
間
の
う
ち
、
石
見
の
地
相
場
の
方
が
高

か
っ
た
年
は
四
年
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
一
六
）
同
史
料
の
別
の
箇
所
に
も
、
「
古
来
ゟ
山
師
頭
取
六
十
三
人
有
之
候
、

此
モ
ノ
共
下
財
等
召
抱
置
候
、
右
米
之
儀
ハ
頭
取
之
モ
ノ
ゟ
質
物
取
之
、
慥

成
請
人
為
立
、
十
二
月
不
残
借
渡
」
な
ど
と
あ
る
。

（
一
七
）
諸
運
上
の
納
入
者
に
払
い
下
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（1

0

）

「
享
保
未
申
酉
覚
書
」
に
記
載
が
あ
り
、
享
保
年
間
以
前
か
ら
の
仕
来
り
で
あ
っ

た
。

（
一
八
）
「
長
州
様
江
差
上
候
口
上
書
写
」
（
上
野
利
治
家
文
書
二
・
九
・
一
）
。

前
掲
注
（
一
二
）
『
石
州
銀
山
治
府
要
集
』
に
も
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
、

銀
山
に
対
す
る
買
請
米
は
減
じ
ら
れ
、
飯
米
を
相
対
で
購
入
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
「
石
州
銀
山
夫
食
非
常
備
之
義
申
上

候
書
付
」
弘
化
二
年
四
月
）
。

（
一
九
）
「
文
政
十
三
年
七
月

福
光
本
領
村
差
出
明
細
書
上
帳
」
（
『
温
泉
津

町
誌
』
別
巻
資
料
編
、
一
九
九
六
年
）
。

（
二
〇
）
「
文
久
元
年
十
月

井
田
村
村
柄
明
細
書
上
帳
」
（
『
温
泉
津
町
誌
』

別
巻
資
料
編
）
。

（
二
一
）
「
文
久
元
年
十
一
月

大
田
南
村
村
柄
明
細
書
上
帳
」
（
小
林
俊
二
編

・
石
東
地
方
史
資
料
第
二
十
一
集
『
石
東
村
明
細
帳
類
残
』
一
九
八
四
年
）
。

（
二
二
）
前
掲
（
注
七
）
、
江
面
龍
雄
「
石
見
銀
山
付
御
料
の
年
貢
体
制
と
農
村

構
造
の
推
移
－
天
明
期
波
積
組
一
件
を
指
標
と
し
て
－
」
を
参
照
。

（
二
三
）
前
掲
注
（
一
〇
）
「
享
保
未
申
酉
覚
書
」
を
参
照
。

（
二
四
）
後
掲
の
表
は
、
熊
谷
家
文
書
五
・
八
七
の
史
料
群
に
よ
り
作
成
し
た
が
、

こ
の
史
料
群
中
に
は
荻
村
か
ら
温
泉
津
に
渡
す
買
請
米
の
「
切
手
」
の
紛
失
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届
が
あ
る
。
史
料
群
中
に
他
村
へ
の
送
付
分
に
つ
い
て
は
史
料
一
一
タ
イ
プ

の
文
書
を
確
認
で
き
る
が
、
温
泉
津
村
分
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
い
こ
と
も
、

傍
証
と
な
ろ
う
。

（
二
五
）
訴
訟
自
体
は
村
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

（
二
六
）
「
寛
政
五
丑
年
ヨ
リ
天
保
十
四
卯
年
迄
万
留
書
抜
」
（
野
沢
家
文
書
〇

・
三
・
一
、
前
掲
注
（
八
）
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
近
世
筆
写
編
一
三
三
）
。

（
二
七
）
「
天
明
六
年
銀
山
方
御
役
所
御
用
留
」
（
中
村
家
文
書
銀
一
・
九
）
。

但
し
、
六
月
ま
で
の
記
事
し
か
な
い
。

（
二
八
）
前
掲
注
（
一
〇
）
「
享
保
未
申
酉
覚
書
」
に
は
、
役
人
・
手
代
が
買
請

米
の
貸
し
渡
し
に
際
し
利
金
を
取
っ
て
い
る
疑
い
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
な
い
と
の
返
答
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
延
べ
払
い
は
原
則
無
利
足

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
九
）
『
石
州
大
森
銀
山
諸
書
物
写
』
（
浅
田
正
年
、
生
野
書
院
蔵
）
。

（
三
〇
）
寛
政
六
年
の
菅
谷
弥
五
郎
か
ら
大
岡
源
右
衛
門
へ
の
申
し
送
り
書
（
前

掲
『
石
州
大
森
銀
山
諸
書
物
写
』
）
、
及
び
慶
応
二
年
の
前
掲
注
（
一
八
）

「
長
州
様
江
差
上
候
口
上
書
写
」
に
、
買
請
米
代
銀
の
う
ち
一
五
〇
貫
目
が

置
銀
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
三
一
）
銀
山
貸
附
銀
に
つ
い
て
は
、
藤
原
雄
高
「
石
見
国
大
森
代
官
所
の
貸
付

政
策
」
（
『
島
根
史
学
会
会
報
』
四
三
・
四
四
合
併
号
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
三
二
）
前
掲
注
（
三
〇
）
の
菅
谷
弥
五
郎
か
ら
大
岡
源
右
衛
門
へ
の
申
し
送
り

書
に
も
、
「
地
方
役
所
江
御
引
渡
分
ハ
五
月
皆
済
前
追
々
取
立
引
渡
申
候
」

と
あ
り
、
寛
政
年
間
も
同
様
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
『
石
州

大
森
銀
山
諸
書
物
写
』
）
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
三
）

藤
原
論
文
を
参
照
。

（
三
三
）
前
掲
注
（
一
二
）
『
石
州
銀
山
治
府
要
集
』
に
は
、
灰
吹
銀
の
産
出
高

が
少
な
い
場
合
、
置
銀
を
山
稼
銀
に
転
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
収
め
ら

れ
て
い
る
。

（
三
四
）
地
相
場
よ
り
や
や
高
価
と
は
い
え
、
運
送
費
負
担
も
少
な
く
、
延
べ
払

い
で
購
入
で
き
た
点
な
ど
、
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
三
五
）
前
掲
注
（
二
）
安
国
論
文
を
参
照
。

（
三
六
）
本
城
正
徳
「
在
払
制
の
展
開
」
（
同
『
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
米
穀
市

場
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
第
三
章
、
美
馬
佑
造
「
在
払
制
度

論
」
（
同
『
近
世
畿
内
在
払
制
度
の
研
究
』
松
籟
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
三
七
）
土
井
作
治
「
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
製
鉄
技
術
」
（
た
た
ら
研
究
会
編

『
日
本
製
鉄
史
論
集
』
示
人
社
、
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。


